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平成３０年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第６号 

    平成３０年６月１９日（火）午前１０時開議 

 日程第 １．議案第３５号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ２．議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ３．議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ４．議案第３８号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第３９号 牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第４０号 牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

              条例について 

 日程第 ７．議案第４１号 牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

 日程第 ８．議案第４２号 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

              定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９．議案第４３号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第１０．議案第４４号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１１．議案第４５号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１２．議案第４６号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１３．議案第４７号 工事請負契約の締結について 

 日程第１４．議案第４８号 工事請負契約の締結について 

 日程第１５．閉会中の事務調査の件 

 追加日程第１．教育民生常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 

 



  

午前１０時０１分開議 

○議長（板倉 香君） これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、議案第３５号ないし日程第１４、議案第４８号の１４件を一括議題とします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３５号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第３８号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 議案第３９号 牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

 議案第４０号 牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第４１号 牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第４２号 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

        一部を改正する条例について 

 議案第４３号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 議案第４４号 損害賠償の額を定めることについて 

 議案第４５号 損害賠償の額を定めることについて 

 議案第４６号 損害賠償の額を定めることについて 

 議案第４７号 工事請負契約の締結について 

 議案第４８号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（板倉 香君） 本件に関しまして、各委員長から審査の結果の報告を受けました。つ

きましては各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。 

 初めに、杉森総務常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

平成３０年６月１９日 

 

牛久市議会議長  殿 

 

                           総務常任委員会 

                            委員長 杉 森 弘 之 

 

総務常任委員会審査報告書 



  

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件       名 議決の結果 

議案第 19号 専決処分の承認を求めることについて 原 案 可 決 

議案第 36号 専決処分の承認を求めることについて 原 案 可 決 

議案第 38号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 原 案 可 決 

議案第 39号 牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例について 原 案 可 決 

議案第 44号 損害賠償の額を定めることについて 原 案 可 決 

議案第 45号 損害賠償の額を定めることについて 原 案 可 決 

議案第 46号 損害賠償の額を定めることについて 原 案 可 決 

 

  ――――――――――――――――――――――――― 

      〔総務常任委員長杉森弘之君登壇〕 

○総務常任委員長（杉森弘之君） 総務常任委員会委員長として平成３０年６月１２日、本委

員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１３日委員会を開催し、市執行部の出席

を求め、慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第３５号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 本件は、地方税法の改正及び平成３０年度が固定資産税の評価がえの基準年度に当たること

に伴い、現行の制度を維持するため、規定されている年度の改正並びに引用条項及び文言の整

理等を行うものであります。専決処分としたので、その承認を求めるものであります。 

 議案第３６号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 本件は、地方税法の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行うものであります。専決処分

としたので、その承認を求めるものであります。 

 議案第３８号は、牛久市税条例等の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方税法の改正に伴い、中小企業等に対する固定資産税の特例措置の創設、市たば

こ税の税率の引き上げ並びに引用条項及び文言の整理等を行うものであります。 



  

 審査に当たり、委員からは、特例措置の軽減を受ける要件で、市の導入促進基本計画の内容

について、税条例の改正によって市税収の影響について、給与所得控除が上限となる給与収入

を１，０００万円から８５０万円に引き下げられ、対象となる人数について質疑がなされまし

た。市執行部からは、市の導入促進基本計画の内容については、現在素案を作成しており、国

と事前協議を進めている最中であります。基本計画の内容としては、認定目標数、事業者の労

働生産性が年平均３％以上向上することを目標とすること、設備の種類、市内での対象地域、

対象業種、計画期間などです。税条例の改正によって市税収の影響については、市たばこ税の

税率引き上げについて、過去の決算額から推測しますと、毎年約２，０００万円の減収となっ

ており、多少減収が拡大し、たばこの消費量は減ると思われますが、金額が上がりますので、

大きな税収の減額にはならないと考えています。給与所得控除が上限となる給与収入を１，０

００万円から８５０万円に引き下げられ、対象となる人数については、給与所得者全体の約

４％の方との答弁がありました。 

 議案第３９号は、牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方税法の改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 

 議案第４４号は、損害賠償の額を定めることについてであります。 

 本件は、平成２９年９月９日午後３時３０分ごろ、牛久市上太田町８０９番地３付近の道路

上において、うしくグリーンファーム株式会社代表取締役の運転する公用車が丁字路を左折し

たところ、右側から走行してきた車両と接触し、運転者及び同車両を損傷し、損害を与えたこ

とについて、当事者と示談し、損害賠償の額を定めるものであります。 

 審査に当たり委員からは、市とグリーンファームの協定書の内容について質疑がなされ、市

執行部からは、市とグリーンファームの協定書の内容については、車両及び農業機械等使用貸

借契約書を平成２３年８月３１日に締結しており、維持にかかる費用については市が負担する

との答弁がありました。 

 議案第４５号及び議案４６号は、損害賠償の額を定めることについてであります。 

 本件は、平成２９年１１月６日午後０時１５分ごろ、つくばみらい市絹の台３丁目３３番地

２付近の道路上において、保健福祉部社会福祉課職員の運転する公用車が誤って前方の車両に

接触し、運転者及び同車両を損傷し、損害を与えたものであります。このことについて、議案

第４５号は、当事者と示談し、同車両の運転者の損害に対する損害賠償の額を定めるものであ

ります。議案第４６号は、当事者と示談し、車両の損害に対する損害賠償の額を定めるもので

あります。 

 以上、７件であります。 

 付託されました案件について審査の結果、議案第３５号、議案第３６号、議案第３８号、議



  

案第３９号、議案第４４号ないし議案第４６号は、全会一致により内容適切なものと認め、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○議長（板倉 香君） 次に、須藤教育民生常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

 平成３０年６月１９日   

 

牛久市議会議長  殿 

 

                           教育民生常任委員会 

                            委員長 須 藤 京 子 

 

教育民生常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件       名 議決の結果 

議案第 37号 専決処分の承認を求めることについて 原 案 可 決 

議案第 40号 
牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例について 

原 案 可 決 

議案第 41号 
牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条
例について 

原 案 可 決 

議案第 42号 
牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例について 

原 案 可 決 

議案第 48号 工事請負契約の締結について 原 案 可 決 

 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔教育民生常任委員長須藤京子君登壇〕 

○教育民生常任委員長（須藤京子君） 教育民生常任委員会委員長審査報告。 

 平成３０年６月１２日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御



  

報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１４日委員会を開催し、市執行部の出席

を求め慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第３７号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 本件は、国民健康保険の都道府県化に伴う文言の整理等のほか、基礎課税分の賦課限度額を

４万円引き上げるとともに、軽減判定所得の基準を引き上げ、低所得者に対する保険税軽減措

置の拡充を図るために改正するものです。 

 審査に当たり委員からは、今回の改正によって対象となる引き上げの世帯数、どのぐらいの

年収の方が対象となるか。次年度以降の保険税の引き上げについてはどのようになるかについ

て質疑がなされました。 

 市執行部からは、３１世帯が引き上げの対象となり、４０代の単身世帯で固定資産税がない

方で限度額に達するのが、改正前は給与収入で１，１４６万円、改正後、給与収入で１，２１

６万２，０００円を超える方になる。次期以降の税率改正について、検討に入るのは来年の９

月以降になるとの答弁がありました。 

 また、委員からは、リストラなど会社の都合で退職した方の保険税の算定基礎となる給与所

得が３割に軽減される期間、特例措置の周知をどのように行っているかとの質疑がなされ、市

執行部からは、軽減措置は国民健康保険に加入された年度と翌年度となり、周知については国

民健康保険加入者に渡すリーフレット、広報紙への掲載、ハローワークで案内をしているとの

答弁がありました。 

 議案第４０号は、牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 本件は、運動広場の施設の使用料について、使用の当日にも支払いができるよう納付期限を

使用開始前までと改正し、利用者の利便性向上を図るものであります。 

 審査に当たり委員からは、納付期限の変更に対する市民への周知方法について質疑がなされ、

市執行部からは、市のホームページ、広報紙、窓口の掲示等で周知を図っていきたいとの答弁

がありました。 

 議案第４１号は、牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 本件は、所得税法等の改正に伴う文言の整理を行うものであります。 

 審査に当たり委員からは、住所地特例の対象者は市内にどのぐらいいるのか質疑がなされ、

市執行部からは、市内で住所地特例になっている方は他市の保険の加入者になっており把握し



  

ていないが、牛久市から県外の住所地特例になっている方で、これから後期高齢に移る予定の

方は２名となっているとの答弁がありました。 

 議案第４２号は、牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支

援員の資格要件について改正するものであります。 

 審査に当たり委員からは、支援員の確保について、市長が適当と認めた者の具体的な内容に

ついて質疑がなされ、市執行部からは、条例の中では４０人単位で１クラスを構成した場合に

２人に１人は有資格者を置くことになっている。現在、牛久市の支援員は１２０名強の体制で

運営を行っている。市長が適当と認めたものは５年以上従事したもので、支援員として日々の

業務の成績が不適当でないものとなるとの答弁がありました。 

 また、委員からは、市の支援員と派遣の支援員の現状、派遣の条件について質疑がなされ、

市執行部からは、支援員は５月１日現在で１２０名を確保している。派遣の活用としては、６

月から５名派遣の支援員を確保する契約を結び運用しており、２分の１以上の資格者がいるの

で、派遣の方については資格を求めていないとの答弁がありました。 

 議案第４８号は工事請負契約の締結についてであります。 

 本件は、平成３０年度牛久南中学校校舎大規模改造工事（建築２期工事）について工事請負

契約を締結するものであり、老朽化した校舎の外装及び内装を改修するものであります。 

 審査に当たり委員からは、トイレ工事中の対応、工事費の国庫補助等の財源、図書室の改修、

牛久南中学校以外の大規模改修の予定について質疑がなされ、市執行部からは、工事は夏休み

中の着工、完成を予定しており、トイレ工事も終わらせる予定である。仮に終わらなかった場

合でも、東側に１期工事において完成したトイレで対応することができる。２期工事の財源は、

３分の１が国庫補助となり、６，５１７万３，０００円を見込んでいる。図書室の書架につい

ては、クラス数・生徒数から算出される図書の標準冊数の２割増しとなる１万４，３００冊の

図書を配架できるようにしている。大規模改修が終わっていないのは、校舎では神谷小学校、

下根中学校、体育館では向台小学校、牛久第三中学校等があり、年次計画に沿い行っていきた

いとの答弁がありました。 

 以上、５件であります。 

 付託されました案件について、審査の結果、議案第４０号ないし議案第４２号及び議案第４

８号は全会一致により、議案第３７号は賛成多数により、いずれも内容適切なものと認め、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、牛久運動公園プール管理業務委託に関する調査研究を調査事項として、本委員会の閉



  

会中の所管事務調査とすることを賛成多数により決し、議長宛て閉会中の所管事務調査の申

し出をいたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○議長（板倉 香君） 次に、市川産業建設常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

 平成３０年６月１９日 

 

牛久市議会議長 殿 

 

                           産業建設常任委員会 

                            委員長 市 川 圭 一 

 

産業建設常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件       名 議決の結果 

議案第 43号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 原 案 可 決 

議案第 47号 工事請負契約の締結について 原 案 可 決 

 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔産業建設常任委員長市川圭一君登壇〕 

○産業建設常任委員長（市川圭一君） 産業建設常任委員会委員長審査報告。 

 平成３０年６月１２日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御

報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため、去る６月１５日委員会を開催し、市執行部の出

席を求め慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第４３号は、牛久市公園条例の一部を改正する条例についてであります。 



  

 本件は、都市公園法施行
シ コ ウ

令の改正により、都市公園における運動施設面積の公園敷地面積に

対する割合について定めるとともに、有料公園施設の使用料について、使用の当日にも支払い

ができるよう、納付期限を使用開始前までと改正し、利用者の利便性向上を図るものでありま

す。 

 審査に当たり委員からは、施設使用料を納付する前に予約が可能となるため、使用が確定し

ていないにもかかわらず無秩序に予約をとることを防止するために、予約数の上限を設けるこ

とは考えているかとの質疑がなされ、市執行部からは、そのような制約は設けていないが、そ

のような事案が頻発する場合には、使用者に対して規制を加えることも考えていかなければな

らないとの答弁がありました。 

 また、委員からは、施設使用の前日や当日などの直前になってからのキャンセルによって、

他の使用希望者が使用しにくい状況にはならないかとの質疑がなされ、市執行部からは、使用

者の都合によるキャンセルはできるだけ早目に連絡をくれるようお願いしている。モラルに反

する使用者に対しては、注意や警告を行うことも考えているとの答弁がありました。 

 議案第４７号は、下町第三雨水幹線管渠布設工事について、工事請負契約を締結するもので

あり、集水面積４４．６ヘクタールの雨水幹線を整備する一環として、牛久市南一丁目地内に

縦２．０メートル、横２．０メートルのボックスカルバートを１８．６メートル、直径１．６

５メートルの雨水管を１６４．１メートル、合わせて１８２．７メートル布設するものであり

ます。 

 審査に当たり委員からは、みどり野第４街区公園内の雨水貯留施設の雨水や常磐線の西側部

分の雨水も流入することになるのかとの質疑がなされ、市執行部からは、公園内にある貯留施

設の雨水は、既設の雨水管から今回整備予定の雨水管のうち南端のボックスカルバートへ流入

させ、常磐線の西側部分の雨水は常磐線を渡り、東側にある２カ所のマンホールポンプからみ

どり野第４街区公園内の雨水貯留施設を経由して流入することになっているとの答弁がありま

した。 

 また、委員からは、工事の際に掘り起こした土の保管場所についての質疑がなされ、市執行

部からは、土の保管場所は請負業者において選定することになっているが、近隣住民の迷惑に

ならないように配慮するとの答弁がありました。それに対し、委員からは、住宅地内に土を保

管する場合は住民に影響がないよう市から請負業者に対して指導してほしいとの意見がありま

した。 

 以上、２件であります。 

 付託されました案件について審査の結果、本委員会に付託されました議案は、いずれも全

会一致により内容適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 



  

 また、委員から、平成３０年第１回定例会で議決された閉会中の所管事務調査について、

委員会の開催を求める動議が提出され、今後、執行部と協議の上で開催日程や調査内容等を

調整していくことに決定いたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○議長（板倉 香君） 以上で各委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりまし

た。 

 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 なお、質疑は一括質疑でお願いいたします。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で、各委員長に対する質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。１９番柳井哲也君。（「間違えた」の声あり） 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） これをもちまして討論を終結いたします。 

 これより、議案第３５号ないし議案第４８号の１４件について順次採決いたします。 

 初めに、議案第３５号専決処分の承認を求めることについて、本案に対する委員長の報告は

可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第３５号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第３６号専決処分の承認を求めることについて、本案に対する委員長の報告は可

決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第３６号は委員長報告のとおり可

決されました。 

 次に、議案第３７号専決処分の承認を求めることについて、本案に対する委員長の報告は可

決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 



  

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第３７号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第３８号牛久市税条例等の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の

報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第３８号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第３９号牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委

員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第３９号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４０号牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４０号は委員長報告のとおり可

決されました。 

 次に、議案第４１号牛久市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について、本

案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４１号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４２号牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４２号は委員長の報告のとおり



  

可決されました。 

 次に、議案第４３号牛久市公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の

報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４３号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４４号損害賠償の額を定めることについて、本案に対する委員長の報告は可決

であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４４号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４５号損害賠償の額を定めることについて、本案に対する委員長の報告は可決

であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４５号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４６号損害賠償の額を定めることについて、本案に対する委員長の報告は可決

であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４６号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４７号工事請負契約の締結について、本案に対する委員長の報告は可決であり

ます。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４７号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第４８号工事請負契約の締結について、本案に対する委員長の報告は可決であり



  

ます。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、議案第４８号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 お諮りいたします。日程を追加し、追加日程第１、教育民生常任委員会の閉会中の所管事務

調査についてを議題といたします。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議ないものと認め、追加日程第１、教育民生常任委員会の閉会中

の所管事務調査についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 教育民生常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 

○議長（板倉 香君） 本案は、教育民生常任委員長から会議規則第１１１条の規定によりお

手元に配付しましたとおり、閉会中において所管事務調査の申し出がありました。本案は委員

長の申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立多数であります。よって、本案は委員長の申し出のとおり閉会中

の所管事務調査とすることに決しました。 

 次に、日程第１５、閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 閉会中の事務調査の件 

 

○議長（板倉 香君） 本件は、お手元に配付してありますとおり、各委員長から閉会中の事

務調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。本件は、各委員長の申し出のとおり、それぞれ閉会中の事務調査に付す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本件は、各委員長の申し出のとおり、

それぞれ閉会中の事務調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了されました。 

 これをもちまして平成３０年第２回牛久市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 



  

午前１０時３６分閉会 

        ――――――――――――――――――――――――― 
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